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新型コロナウイルス感染症 ５類感染症への移行後の教育活動について 

 

日頃より、本校の教育活動にご理解ご協力いただき感謝申し上げます。 

 さて、新型コロナウイルス感染症は、令和５年５月８日付で、感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律（平成 10年法律第 114号）上の５類感染症に移行することとなります。これに伴

いまして、文部科学省より「５類感染症への移行後の学校における新型コロナウイルス感染症対策につ

いて（通知）」（令和５年４月 28日付）の方針を発出いたしました。 

つきまして、本校でも、東京都教育委員会、江戸川区教育委員会を通じて発出されました方針に基づ

き、学校の教育活動における感染症対策の基本的な取り扱いを下記のとおりといたします。保護者の皆

様におかれましては、今後とも、お子様の安全な学校生活確保に、ご理解・ご協力をよろしくお願いい

たします。 

 

 

記 

 

１ 学校（園）における新型コロナウイルス感染症対策の考え方について 

感染状況が落ち着いている平時においては、 

・適切な換気の確保 

・手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導 

を実施してまいります。 

 

２ 出席の取り扱いについて 

   インフルエンザ等の医師の診断に基づいて「出席停止」として取り扱います。お子様に発熱

等の普段と異なる症状がある場合には、他の５類相当の感染症と同様、お子様の体調回復への

ご配慮をお願いいたします。 

 

３ その他 

今後の感染状況等により、活動場面において一時的に対策を講じることがあります。 

なお、ご不明な点がございましたら、問い合わせ先、副校長 前島正喜までご連絡ください。 

 

【問い合わせ先】  

江戸川区立宇喜田小学校 

副 校 長  前島 正喜  

℡ ３６８９－１２９１ 


